
  

一 

教
育
無
償
化
等
制
度
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
目
的 

こ
の
法
律
は
、
学
校
教
育
等
を
受
け
る
こ
と
の
重
要
性
に
鑑
み
、
教
育
費
用
の
負
担
を
解
消
し
、
又
は
軽
減
す
る
た
め
の

制
度
の
改
革
（
以
下
「
教
育
無
償
化
等
制
度
改
革
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
基
本
的
な
理
念
及
び
方
針
、
国
の
責
務

そ
の
他
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
教
育
無
償
化
等
制
度
改
革
を
集
中
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
一
条
関
係
） 

第
二 

定
義 

１ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
学
校
教
育
等
」
と
は
、
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
及
び
児
童
福
祉
法
第
三
十
九
条

第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
並
び
に
こ
れ
ら
の
課
程
に
類
す
る
課
程
を
置
く
施
設
（
以
下
「
学
校
等
」
と
い
う
。
）
に
お

い
て
組
織
的
に
行
わ
れ
る
体
系
的
な
教
育
（
保
育
を
含
む
。
）
を
い
う
こ
と
。 

 
 

 
 
 

（
第
二
条
第
一
項
関
係
） 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
教
育
費
用
」
と
は
、
学
校
教
育
等
の
授
業
料
（
保
育
の
対
価
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他

の
学
校
教
育
等
を
受
け
る
者
又
は
そ
の
保
護
者
等
（
以
下
「
学
校
教
育
等
を
受
け
る
者
等
」
と
い
う
。
）
が
負
担
し
て
い

る
学
校
教
育
等
に
係
る
費
用
を
い
う
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

（
第
二
条
第
二
項
関
係
） 



 

二 

第
三 

基
本
理
念 

 
教
育
無
償
化
等
制
度
改
革
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

① 
国
民
が
、
そ
の
経
済
的
な
状
況
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
適
性
に
応
じ
て
等
し
く
自
ら
の
希
望
す
る
学
校
教
育
等
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
就
業
等
に
よ
り
学
校
教
育
等
か
ら
離
れ
た
後
に
再
度
学
校
教
育
等
を
受
け
よ

う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
こ
と
。 

② 

幼
児
教
育
か
ら
高
等
教
育
に
至
る
ま
で
の
全
て
の
学
校
教
育
等
が
、
学
校
等
の
設
置
主
体
に
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
の

発
展
の
基
盤
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
教
育
費
用
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
社
会
全
体
で
負
担
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

（
第
三
条
関
係
） 

第
四 

国
の
責
務 

 

国
は
、
第
三
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
教
育
無
償
化
等
制
度
改
革
に
関
す
る
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を

有
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
四
条
関
係
） 

第
五 

基
本
方
針 

一 

授
業
料
の
負
担
の
解
消
等 



  

三 

１ 

学
校
教
育
等
の
授
業
料
に
つ
い
て
、
学
校
教
育
等
を
受
け
る
者
等
に
負
担
さ
せ
な
い
こ
と
と
す
る
た
め
の
制
度
を
整

備
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
五
条
第
一
項
関
係
） 

 

２ 
１
の
場
合
に
お
い
て
、
国
（
国
立
大
学
法
人
及
び
独
立
行
政
法
人
を
含
む
。
）
又
は
地
方
公
共
団
体
（
地
方
独
立
行

政
法
人
を
含
む
。
）
以
外
の
者
の
設
置
す
る
学
校
等
に
お
い
て
行
わ
れ
る
学
校
教
育
等
の
う
ち
、
そ
の
授
業
料
が
一
定

額
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
学
校
教
育
等
を
受
け
る
者
等
に
負
担
さ
せ
な
い
こ
と
と
す
る
授
業
料
の
額
に
上
限
を

定
め
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
１
の
制
度
の
対
象
と
す
る
範
囲
に
限
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
は
、
中
低
所
得
者
世
帯
の
者
の
負
担
が
過
剰
な
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
五
条
第
二
項
関
係
） 

二 

授
業
料
以
外
の
教
育
費
用
の
負
担
の
軽
減 

 

授
業
料
以
外
の
教
育
費
用
に
つ
い
て
、
学
校
教
育
等
を
受
け
る
者
等
の
負
担
を
で
き
る
限
り
軽
減
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
六
条
関
係
） 

第
六 

法
制
上
の
措
置
等 

１ 

政
府
は
、
第
五
の
基
本
方
針
に
基
づ
く
教
育
無
償
化
等
制
度
改
革
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
法
制
上
又



 

四 

は
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
七
条
第
一
項
関
係
） 

２ 
１
の
法
制
上
の
措
置
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
以
内
を
目
途
と
し
て
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
七
条
第
二
項
関
係
） 

第
七 

施
行
期
日 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
関
係
） 



  

一 

教
育
無
償
化
等
制
度
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
案
） 

（
目
的
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
学
校
教
育
等
を
受
け
る
こ
と
の
重
要
性
に
鑑
み
、
教
育
費
用
の
負
担
を
解
消
し
、
又
は
軽
減
す
る
た

め
の
制
度
の
改
革
（
以
下
「
教
育
無
償
化
等
制
度
改
革
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
基
本
的
な
理
念
及
び
方
針
、
国
の

責
務
そ
の
他
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
教
育
無
償
化
等
制
度
改
革
を
集
中
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
学
校
教
育
等
」
と
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定

す
る
学
校
及
び
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
並
び
に
こ

れ
ら
の
課
程
に
類
す
る
課
程
を
置
く
施
設
（
以
下
「
学
校
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
組
織
的
に
行
わ
れ
る
体
系
的
な
教
育

（
保
育
を
含
む
。
）
を
い
う
。 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
教
育
費
用
」
と
は
、
学
校
教
育
等
の
授
業
料
（
保
育
の
対
価
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
の

学
校
教
育
等
を
受
け
る
者
又
は
そ
の
保
護
者
等
（
以
下
「
学
校
教
育
等
を
受
け
る
者
等
」
と
い
う
。
）
が
負
担
し
て
い
る
学



 

二 

校
教
育
等
に
係
る
費
用
を
い
う
。 

（
基
本
理
念
） 

第
三
条 
教
育
無
償
化
等
制
度
改
革
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

国
民
が
、
そ
の
経
済
的
な
状
況
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
適
性
に
応
じ
て
等
し
く
自
ら
の
希
望
す
る
学
校
教
育
等
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
就
業
等
に
よ
り
学
校
教
育
等
か
ら
離
れ
た
後
に
再
度
学
校
教
育
等
を
受
け
よ
う
と

す
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
こ
と
。 

二 

幼
児
教
育
か
ら
高
等
教
育
に
至
る
ま
で
の
全
て
の
学
校
教
育
等
が
、
学
校
等
の
設
置
主
体
に
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
の
発

展
の
基
盤
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
教
育
費
用
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
社
会
全
体
で
負
担
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

（
国
の
責
務
） 

第
四
条 

国
は
、
前
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
教
育
無
償
化
等
制
度
改
革
に
関
す
る
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責

務
を
有
す
る
。 

（
基
本
方
針
） 

第
五
条 

学
校
教
育
等
の
授
業
料
に
つ
い
て
、
学
校
教
育
等
を
受
け
る
者
等
に
負
担
さ
せ
な
い
こ
と
と
す
る
た
め
の
制
度
を
整



  

三 

備
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
国
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立

大
学
法
人
及
び
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
含

む
。
）
又
は
地
方
公
共
団
体
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地

方
独
立
行
政
法
人
を
含
む
。
）
以
外
の
者
の
設
置
す
る
学
校
等
に
お
い
て
行
わ
れ
る
学
校
教
育
等
の
う
ち
、
そ
の
授
業
料
が

一
定
額
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
学
校
教
育
等
を
受
け
る
者
等
に
負
担
さ
せ
な
い
こ
と
と
す
る
授
業
料
の
額
に
上
限
を

定
め
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
前
項
の
制
度
の
対
象
と
す
る
範
囲
に
限
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
は
、
中
低
所
得
者
世
帯
の
者
の
負
担
が
過
剰
な
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
六
条 

授
業
料
以
外
の
教
育
費
用
に
つ
い
て
、
学
校
教
育
等
を
受
け
る
者
等
の
負
担
を
で
き
る
限
り
軽
減
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
法
制
上
の
措
置
等
） 

第
七
条 

政
府
は
、
前
二
条
に
定
め
る
基
本
方
針
に
基
づ
く
教
育
無
償
化
等
制
度
改
革
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
必
要

な
法
制
上
又
は
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
法
制
上
の
措
置
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
以
内
を
目
途
と
し
て
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。 



 

四 

附 

則 
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

           



  

五 

理 

由 
学
校
教
育
等
を
受
け
る
こ
と
の
重
要
性
に
鑑
み
、
教
育
費
用
の
負
担
を
解
消
し
、
又
は
軽
減
す
る
た
め
の
制
度
の
改
革
を
集

中
的
に
推
進
す
る
た
め
、
そ
の
基
本
的
な
理
念
及
び
方
針
、
国
の
責
務
そ
の
他
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


